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宅地建物取引業者に対する聴聞の実施について

関東地方整備局は、株式会社フューチャーイノベーションに対し、宅地建

物取引業法に基づく聴聞を実施します。

詳細は別紙のとおりです。
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平成３１年 １月２４日

関 東 地 方 整 備 局

宅地建物取引業者に対する聴聞の実施について

関東地方整備局は、下記のとおり株式会社フューチャーイノベーションに対し、宅地建

物取引業法第６９条第１項の規定に基づく聴聞を実施しますのでお知らせします。

また、本聴聞は宅地建物取引業法の規定により公開にて行います。

記

１ 期 日 平成３１年２月 １日（金）１４時００分

２ 場 所 埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１

さいたま新都心合同庁舎２号館１１階 共用小会議室１１０２

３ 被聴聞者 株式会社フューチャーイノベーション 代表取締役 新倉 健太郎

４ 予定される不利益処分の内容

宅地建物取引業法第６５条第１項に基づく指示

５ 不利益処分の原因となる事実の概要

(株)フューチャーイノベーションは、シェアハウス用の宅地の売買の媒介にあた

って、少なくとも５件の買主に対し、売主業者を介して融資を受ける金融機関に提

出する買主の通帳等の資産資料について、売主業者が保有資産の金額を修正して提

出することを認識したうえで、買主にその旨を告げ、買主から入手した資産資料を

売主業者に送付し、修正のない金額であれば融資承認を受けられず買主が購入でき

ないおそれのある上記宅地の売買契約を成立させた。

このことは、法第６５条第１項第２号に該当する。

６ そ の 他

（１）関係人について

当該処分について利害関係を有し、当該聴聞に関する聴聞の手続きに参加するこ

とを希望される方は、当該関係人の氏名、住所、電話番号及び当該聴聞に係る不利

益処分について、利害関係を有することを記入した書面（様式自由）により、平成

３１年１月２９日（火）１７時（必着）までに申し込み、主宰者から参加の許可を

得る必要があります。

（２）聴聞出席者について

行政手続法（平成５年法律第８８号）第２１条の規定により、被聴聞者（参加人

を含む。）は、聴聞の出頭に代えて主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証

拠書類を提出することができるため、聴聞を被聴聞者の出席なく行うことがありま

す。


